
～誰もがいきいきと安心して暮らせる街の実現に向けて～ 

 横浜市では、市民、交通事業者、行政関係者など多様な関係者の意見を反映し、よりよい地域公共

交通の実現に向けた協議を行う場として「横浜市地域公共交通会議」を開催しています。 

 今回募集する「市民委員」の方には、市民・利用者の代表という立場から、様々な案件について意

見交換や協議を行っていただきます。みなさまのご応募をお待ちしております。 

※詳細な募集内容は裏面をご覧ください。

「横浜市地域公共交通会議」とは？ 

平成 18年 10月の道路運送法の改正により、地域ニーズに応じた柔軟な交通サービスに

ついて助言を求める場として「横浜市地域公共交通会議」が位置付けられました。令和

６年度からは、本市交通施策のあり方とその方向性などについて意見交換を行う場であ

る「横浜市地域公共交通活性化協議会」の部会に位置付けています。 

  行政と地域住民などによる協議によって、地域ニーズに応じた柔軟な交通サービスの導

入や利便の増進を図るものです。 

各地区での新たな地域公共交通の導入に関する検討状況の報告や地域から提案された運

行計画案（運行手段、ルート、頻度、運賃等）について協議するほか、運行開始後の状

況報告などを行っています。 

令和５年 10月の道路運送法の改正により、運賃等に係る協議を行うため、当該公共交通

会議の下部組織として「運賃分科会」を設置しています。 

「横浜市地域公共交通会議」の 

市民委員を募集します！ 

根拠法令：地域交通法 

委員数 ：22名（市民委員２名） 

開催頻度：年２回程度 

横浜市地域公共交通活性化協議会は、
地域公共交通会議のほか、３つの部会を
設置しています。

横浜市地域公共交通活性化協議会 

バス交通部会 

鉄道部会 福祉有償移動サービス 
運営協議会 

根拠法令：道路運送法 

委員数 ：12名（市民委員２名） 

開催頻度：年４回程度 

委員数：６名（市民委員２名） 

開催頻度：年４回程度 

※原則、地域公共交通会議と同日開催

★横浜市地域公共交通会議

★運賃分科会

横浜市地域公共交通会議の市民委員は、 

横浜市地域公共交通活性化協議会の市民委員も併任いただきます。 

＜ 組 織 図 ＞ 

背景 

運賃分科会 

目的 

主な活動 

★：今回募集

横浜市地域公共交通会議 

横浜市地域公共交通会議の詳細は 

ホームページをご覧ください。

《問合せ先》 

横浜市都市整備局地域交通推進課 

TEL：045-671-3800 

FAX：045-663-3415 

Email：tb-chikikotsu@city.yokohama.lg.jp 



＜募集内容＞ 

 募集人数                                        

１名 ※欠員が生じたことによる後任委員の募集 

 

 任期                                          

選考された日から令和９年３月 31日（水）まで ※前任委員の残任期間 

 

 応募条件                                        

次の全ての条件を満たす方。（横浜市職員を除く） 

1. 横浜市内に在住の方 

2. 令和８年１月１日現在において成人（満 18歳以上）の方 

3. 地域活動や地域公共交通サービスに関心のある方 

4. 原則、全ての会議に出席できる方（原則、平日の昼間に開催） 

5. 横浜市地域公共交通活性化協議会の市民委員を併任できる方 

 

 応募方法                                        

指定の応募用紙に、氏名、志望動機など必要事項及び作文（600 字程度）を記入の上、下記の

応募先まで、郵送又はＥメールで提出してください。 

 

作文テーマ【あなたが考える横浜の地域公共交通の課題とその解決方法】 

 

※応募用紙の電子データは、右記ホームページよりダウンロードできます。 

   

 応募先                                         

《郵送の場合》 

〒231-0005 横浜市中区本町６－50－10 

横浜市都市整備局地域交通推進課 

横浜市地域公共交通会議 市民委員募集 担当あて 

《Ｅメールの場合》 

横浜市都市整備局地域交通推進課 tb-chikikotsu@city.yokohama.lg.jp 

 

 募集期間                                        

   令和７年 10月 29日（水）から 11月 28日（金）17時まで（必着） 

 

 選考                                          

応募の際に提出していただいた「作文」「志望動機など」を基に、書類選考（１次選考）を行い

ます。その後、選考通過者に対して令和８年１月上～中旬に面接を行い選考します。 

なお、１次選考の結果については、応募いただいた方全員に郵送またはＥメールでお知らせし

ます。（12月中旬） 

 

 【選考のポイント】 

・市域全体の広い視点から地域公共交通を捉え、かつ利用者の立場で客観的な意見を発言できるか 

・地域公共交通及び地域公共交通会議の趣旨を理解し、委員としての参加意欲があるか 

・意見が論理的で、説得力があるか 

 

 その他                                         

市民委員として会議に出席した場合、横浜市が定める額の謝金をお支払いいたします。 

＜ホームページ＞ 
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「横浜市地域公共交通会議」市民委員募集 応募用紙 

➀応募者情報 

氏名 
年齢 

(※令和８年１月１日時点) 
職業 

(ふりがな) 

 

 
歳 

 

住所 メールアドレス 

〒           

 

 

 

電話番号（日中連絡可能なもの） 

（    ）     － 

 

➁志望動機など（※➂の作文に記入される内容と重複しないようご記入ください。） 

（志望動機） 

（地域活動や地域公共交通サービスで関心のあること） 

（地域公共交通に関する取組の経験その他自己ＰＲ） 

※御提出いただいた応募用紙は返却しませんので御了承下さい。 

※この募集による個人情報は「横浜市地域公共交通会議」市民委員選考及び「横浜市地域公共交通活

性化協議会」市民委員の併任に係る手続きの目的以外には使用しません。 

 

【 整 理 番 号 】 

（※事務局記載欄） 
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➂作文： 

テーマ「あなたが考える横浜の地域公共交通の課題とその解決方法」 

上記テーマについて、ご自身のお考えを【600字程度】でご記入ください。（↓20字×32行） 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

600字 

【 整 理 番 号 】 

（※事務局記載欄） 


	【案】募集案内
	【案】応募用紙（配架用）

